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News Information

 在宅寝たきり高齢者等訪問理髪事業

News Information

 PM2.5「注意喚起」の情報提供
大気中の PM2.5（微小粒子状物質）の濃度は、県が常時測定していますが、県内いずれかの観測所で測定値が国の
示した指針値を超える恐れがある場合に、「注意喚起」の情報提供を行います。
市では、県からの「注意喚起」の情報により、防災行政無線で、次の内容の放送を行います。

・不要不急の外出は自粛を心掛けてください。
・外出時にはマスクの着用に心掛けてください。
・屋外での激しい運動の自粛を心掛けてください。
・体の弱い方や病気の方、小児、高齢者の方は特に注意してください。

●注意喚起の基準（県内いずれかの観測所）
　①午前５時から７時までの１時間値の平均値が 1 ㎥当たり 85μg（マイクログラム）を超過した場合
　②午前５時から正午までの１時間値の平均値が１㎥当たり 80μg（マイクログラム）を超過した場合

●「注意喚起」情報の継続期間
　注意喚起情報は、原則として翌日の午前８時まで継続とし、解除の放送は行いません。
　なお、翌日も基準を超過した場合には、再度放送します。

●測定値情報
　県内各観測所の測定値は、福島県（水・大気環境課）のホームページ（下記）に掲載されています。
　http://fukushimapref-taikikanshi.jp/taiki/PM25index.html

よくある質問
Ｑ．ＰＭ 2.5（微小粒子状物質）とは、どのようなものですか？
Ａ．大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5μm（1μm ＝ 1 ｍｍの千分の１）以下の非常に小さ
　　な粒子のことです。さまざまな粒径のものが含まれており、地域や季節、気象条件などで組成も変動します。
　　例年、冬季から春季にかけては PM2.5 濃度の変動が大きく、上昇する傾向がみられ、夏季から秋季にかけて
　　は比較的安定した濃度が観測されています。

Ｑ．どのような健康影響がありますか？
Ａ．ＰＭ 2.5（微小粒子状物質）は粒子の大きさが非常に小さい（髪の毛の太さの 30分の１）ため、肺の奥深くま
　　で入りやすく、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患への影響のほか、肺がんのリスクの上昇や循環器系へ
　　の影響も懸念されています。

問市民部 生活環境課(81-2272

 防災行政無線（デジタル）再生・録音ランプの赤点滅解除方法
火災などの緊急放送は個別受信機に自動で録音され、再生・録音ランプが赤く点滅します。
これは、不在時などに緊急放送があったことを知らせるためで、後から聞き直すことができます。
●赤点滅の解除方法

①再生ボタンを押して一度放送を再生させるか、数回押す。（解除されない場合②へ）
②再生ボタン・録音ボタンを同時に 2 秒以上長押しし、点滅が黄色に点灯したらもう一度再生ボタンを押す。
（解除されない場合③へ）

③再生ボタン・録音ボタンを同時に 2 秒以上長押ししながら、側面の電源ス
   イッチを切ります。
　その後、再度電源スイッチを入れ、再生ボタン・録音ボタンを同時に 2 秒
　以上長押しし、再生ボタンを押す。
※上記の方法で解消されない場合はご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　       問市民部 生活環境課(81-2272

電源スイッチ

再生・録音ボタン
再生・録音ランプ

理容院や美容院へ行くことが困難な 65 歳以上の高齢者などの自宅を、理美容師が訪問して
理髪などのサービスを行う事業です。
●対象者

①在宅で、介護保険の要介護認定で要介護４および５と判定された方
②要介護認定を受けていない方で①と同等と市長が認めた方
③在宅の寝たきり重度身体障害者（寝たきり重度障害者介護人手当を受けている方）

●利用方法
　利用したい方は申請が必要です。（現在、利用されている方は申請が省略できます。）
　市で登録している理容院または美容院へ依頼していただきます。
●利用料　
　利用券は年 2 枚交付します。1 枚の利用券の限度額は 3,500 円でこれ超えた分は自己負担
　になります。
●申請窓口　
　保健福祉部 介護福祉課・各行政局 市民課・各出張所　　　　　　　問・申保健福祉部 介護福祉課(82-1115

 金婚夫婦表彰申込者募集
市老人クラブ連合会では結婚して５０年を迎えるご夫婦を対象に、金婚夫婦表彰の受け付けを行います。
●対象者
　①昭和 40年（１月１日～１２月３１日）に結婚されたご夫婦
　②昨年までに申し込みをしなかったために表彰を受けていないご夫婦
●受付期間
　４月 16 日（木）～７月１０日（金）
●申込方法　
　・老人クラブ会員の方は各単位老人クラブ会長に申し込み、所定の用紙に記入して提出してください。
　・老人クラブに加入していない方は、各町老人クラブ連合会事務局（市社会福祉協議会本所・各支所）に                         
　　お申し込みください。

問・申各町老人クラブ連合会事務局（市社会福祉協議会本所・各支所）　　　　　
　　船引支所（本所）(81-2166　滝根支所(78-3822　大越支所(79-1221

　　都路支所(75-3319　常葉支所(77-2714
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●その他　当協会会員と共に、日本語を教えるボランティアを募集しています。見学も受け付けていますので、
興味のある方は事務局までご連絡ください。


